
なお、承継については、相続権のある他の者もこれに同意しています。

　１．電話帳掲載も番号案内も希望しない。

　２．電話帳に掲載し、番号案内も希望する。（下欄に電話帳掲載名及び番号案内するお名前をご記入ください）

　３．番号案内（１０４番）のみ希望する（下欄に番号案内するお名前をご記入ください）

（150730）

mediaひかり契約者変更届（承継・改称）日本メディアシステム株式会社　　御中   年　　　　月　　　　日

　　電話加入権・IP通信網サービス(mediaひかりサービス)・音声利用IP通信網サービス(mediaひかり電話サービス)等(計　　回線)を、
承継・改称したいので届けます。

【mediaひかり電話番号】 【回線ＩＤ番号】

市外局番 市内局番 電話番号
Ｌ：15桁

又は
ＣＡＦ：10桁

又は
ＣＯＰ：8桁

【

お
客
様
へ
】

太
枠
の
中
を
正
確
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

捨印

ご住所

　２．その他(右欄に住所、氏名をご記入ください） ふりがな

　※手続き完了のお知らせは上記へ送付いたします。

公的証明書に記載
のご住所をご記入
ください

【新しいご契約者】 （ふりがな） 印

お名前

法人 法人の分割や合併事実が記載された法人登記簿謄(抄)本：コピー可(発行日の翌日から3ヶ月以内のもの)

改称手続きに
必要な書類

個人
新旧氏名の変更事実が記載された戸籍謄(抄)本または新旧氏名の変更事実が記載された自動車運転免許

証の表裏：コピー可

法人 名称又は組織の変更事実が記載された法人登記簿謄(抄)本：コピー可(発行日の翌日から3ヶ月以内のもの)

※捨印については任意です。

連絡先電話番号  (　　　　　　）　　　　　　－

承継手続きに
必要な書類

個人

下記①②の両方が必要となります。

①現契約者の死亡事実を記載した書類(戸籍謄(抄)本・住民票・死亡診断書等)の内いずれか1つ：コピー可

②現契約者と承継される方の続柄(親子・夫婦関係等)が記載された戸籍謄(抄)本：コピー可

※夫婦など現契約者の死亡と承継者の続柄が同一の戸籍謄本に記載されていれば、戸籍謄本のみで手続きできます

毎 月 料 金 の
お 支 払 い 方 法

　１．現在の「お支払い方法」を継続する。

　２．現在の「請求書払い」を廃止し、「口座振替に変更する。（別途「口座振替依頼書」を送付いたします。）

　３．現在の「口座振替」の「引落し口座を変更」する。（別途「口座振替依頼書」を送付いたします。）

　４．現在の「口座振替」を廃止し、「請求書払い」に変更する。

請　求　書　等
の

送　付　先

　１．新しいご契約者のご住所、お名前に同じ
ご住所

ふ　り　が　な

普通掲載(無料)

下記項目は、ご希望の数字に○印をご記入ください。

電 話 帳 掲 載
と

番 号 案 内 ハロー
ページ

ふ　り　が　な

重複掲載(有料）

事務用のお客様のタウンページ掲載につきましては、別途タウンページセンタからご連絡させていただきます。

お名前

　無料

　　　※この請求書に記載いただくお客様の個人情報及びお客様の本人確認のためにご提出いただく書類に記された個人情報の取り扱いについては、

　　　　　別紙ご留意事項に記載してあります。

受付年月日

　　　年　　月　　日

手続きをされた方

譲受者の確認方法

日本
メディア
システム
処理欄     　　承継・改称者・その他（　　　　　　）

戸籍謄(抄)本・登記簿謄(抄)本・その他(　　　　　　　　　)

決　裁　者 審　査　者 担　当　者 特　記　事　項

※ご留意事項がございますので裏面をご確認ください。

承継・改称手数料



ｍｅｄｉａひかり契約者変更（承継・改称）に関するご留意事項

ご留意事項

・民法の規定に則った相続順位で承継していただく

　こととなります。

第２順位直系尊属

　1．承継者は、一切の権利及び義務（計算中のものを含む未納料金等）を承継することとなります。

　2．Mediaひかり契約者変更届（承継・改称）に記入されている電話番号が休止中の場合は、不承認とさせていただきます。

　3．ご提出いただいた書類及びお客さまの本人確認のためにご提示いただいた書面に記載の情報の

　　　うち、個人情報に該当する項目の取り扱いについては、下記をご確認ください。

【個人情報について】

【参考】　承継できる方（相続人）とその順位

本書面に記載いただいた個人情報については、お客様の本人確認、与信管理、電気通信サービス等の提供、電気通信サービス

等の料金の計算及び請求、これらに関するお客様へのご連絡、その他契約約款等に基づく契約内容の実施に必要となる範囲内で

※代襲相続： 相続人となる子供が被相続人（現契約者）より

　先に死亡している場合に適用される相続の形態

※代襲相続(子と同順位の資格)

（先に死亡）(資格なし)

（資格なし）

（資格なし）

（資格なし）

第３順位傍系血族

第３順位

法定相続人

兄弟姉妹

必要な範囲内で利用します。なお、お客様との電気通信サービス等に係る契約が解除された後においても、上記の利用目的の範囲内で

個人情報を利用することがあります。

利用いたします。また、電気通信サービス等のご紹介、ご提案及びコンサルティング、電気通信サービス等の品質改善・

　　　　・本書面に記載いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、日本メディアシステム株式会社が業務を委託する

　　　　　他の事業者に対して提供することがあります。

ＣＳ（顧客満足度）向上等のための施策（アンケート調査を含みます。）の実施、新たな電気通信サービス等の企画及び開発、

電気通信サービス等の提供に必要な設備の管理及び改善その他日本メディアシステム株式会社の電気通信等に係る業務の実施に

【お客様の本人確認のために、ご提出いただく書類に記された個人情報の取り扱いについて】

　　　ご提示いただいた書類は、手続き終了後、7年間保有し、その後溶解処分いたします。

　　　　・日本メディアシステム株式会社の契約約款等の規定又は個人情報保護法、電気通信事業法その他の法令の規定に従い、第三者に

　　　　　提供することがあります。

　　記載の項目のうち、「お客様の本人確認のためにご提示いただいた書面に記載の情報のうち個人情報に該当する項目」について
　は、本人確認となる範囲内でのみ取り扱うものとします。

第1順位直系卑属

・相続は契約者の死亡によって開始しますので、

　その時点での相続人が承継者となります。

配偶者・子

父母

承継順位

第１順位

第２順位

（常に相続人となる）

父又は母

配偶者契約者

（被相続人）
兄弟

兄弟

子子子

孫

配偶者

孫

配偶者


